
『継続事業』

●エコ（省エネ）診断事業
家庭や事業所に診断者が直接訪問し、「エコ」にも

「家計（事業費）」にもプラスになる対策を提案します。

●標語募集事業 ←後日、学校を通して募集をいたします。

小中学生を対象に「地球温暖化防止」をテーマにした啓発標語を募集します。

●エコ運転啓発事業
地域が一丸となって、環境にやさしい「エコ運転推進」や「ノーマイカー通勤の自

粛」を通し、猿払村におけるCO２排出量の削減を目指します。

【平成24年度取組事業】

 第1回猿払村地球温暖化対策地域協議会

日 時：平成24年4月23日（月）

場 所：役場第５会議室

出席委員：18名／23名

『新規取組事業』

●バイオガスプラント導入検討会
・活動テーマ

「牛ふん尿から発生する臭いの解消とバイオマス利用」をテーマにバイオガスプラ

ントの導入に向けた検討を行います。

検討にあたっては、事業の公益性や公共性を持たせた利用方法等についても検討を

行います。

◇第１回検討会 開 催：平成24年４月23日（月）

検討内容：検討会における検討事項等について協議

◇勉強会 開 催：平成24年５月10日（木）

「バイオガスプラントの仕組み等について」講師を招き勉強会

を実施しました。参加者は、本地域協議会委員・村議会議員

・村農業委員さんを対象に約30名の出席がありました。

●地球温暖化防止に関する猿払村助成制度化検討会
・活動テーマ

環境への負荷が尐ない省エネルギー機器等の導入に対し、住民や事業者に村独自の

助成制度について検討します。

◇第１回検討会 開 催：平成24年５月22日（火）

検討内容：国・道や他市町村の制度を参考に対象とする事業につい

て検討協議を行いました。
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一般家庭の募集

案内は裏面をご

覧ください。

事業所の皆さん！事業所訪問の際には、ご協力ありがとう

ございました。（事業所訪問実施：５月24日・25日）

区　　分 Ｈ23年4月 Ｈ24年4月

使 用 電 力 量 448Kwh 296kwh △152Kwh 33.90%

電 気 料 金 10,892円 6,697円 4,195円 38.50%

Ｃ Ｏ ２ 削 減 量 189.5㎏‐CO2/kwh 125.2㎏‐CO2/kwh 64.3㎏‐CO3/kwh 33.90%

増減

公 募 期 間  平成24年６月1日（金）～６月29日（金）まで　〔約１ヶ月間〕

対 象 者  村内一般家庭

募 集 数  ５ヶ所程度

申 込 方 法  直接、役場住民課　生活環境係まで（℡２-３１３３）

決 定 方 法  申込の先着順により決定させていただきます。

診 断 者  省エネ診断専門員が診断　※北海道省エネ・新エネ人材バンク登録者

診 断 期 間  ７月～８月（２ヵ月間の予定）

診 断 結 果  随時受診者宅に報告いたします。

 ◎使用エネルギーの現状を示し、エコにも家計にもプラスとなる提案をします。

 ◎診断書を作成し、報告いたします。

 ◎必要に応じ、国等の補助など、お得な仕組みを組合せて提示します。

受 診 費 用  受診に伴う費用は掛かりません。（猿払村が負担します。）

そ の 他
 ◎診断は、直接受診者宅に診断員が訪問して行います。
 ◎所要時間は、１時間～２時間程度となります。
 ◎診断の日時・曜日等は、都合の良い日で調整可能です。

募       集      要　　　領

診 断 内 容



 

　

　　　　事務局：役場住民課　℡2-3133

　　　  本診断事業は、各家庭のエネルギー消費量やその使用形態について、エコ（省エネ）
   診断を行い、現状の光熱費やCO2 を削減するための改善策を示すことにより、より具体

   的な環境意識やCO2削減に向けた取組意識の向上を図ることを目的とします。

     なお、この事業は猿払村地球温暖化対策地域協議会「平成24年度地球温暖化対策普及
   啓発事業」の一環として実施するものです。

 ≪診断事業の目的≫

 ≪エコ（省エネ）診断の内容≫

        ●不明な点等につきましては、事務局までご連絡ください。

≪一人一人が がんばれば

大きなエコに なるんだよ≫

 第1回猿払村地球温暖化対策地域協議会

【平成２３年度エコ診断受診後の取組報告】
◇一般家庭のＣさん宅では、部屋の蛍光灯をＬＥＤ照明器に交換（寝室と居間 計5ヶ所）+マメな節電

を実施。一ヶ月分だけのデータですが、ＣＯ２削減量が33.9％も削減できました。

区 分 Ｈ23年4月 Ｈ24年4月 増減 使用電力量 448Kwh 296kwh △152Kwh 33.90% 電気料金 38.5
＊今後の課題:今でも、冷凍庫（１）と冷蔵庫（２）を使用していますが、冷蔵庫をひとつ減らすことで、

使用電力量や電気料金をもう少し削減できる可能性があるようです。

区　　分 Ｈ23年4月 Ｈ24年4月

使 用 電 力 量 448Kwh 296kwh △152Kwh 33.90%

電 気 料 金 10,892円 6,697円 4,195円 38.50%

Ｃ Ｏ ２ 削 減 量 189.5㎏‐CO2/kwh 125.2㎏‐CO2/kwh 64.3㎏‐CO3/kwh 33.90%

増減

公 募 期 間  平成24年６月1日（金）～６月29日（金）まで　〔約１ヶ月間〕

対 象 者  村内一般家庭

募 集 数  ５ヶ所程度

申 込 方 法  直接、役場住民課　生活環境係まで（℡２-３１３３）

決 定 方 法  申込の先着順により決定させていただきます。

診 断 者  省エネ診断専門員が診断　※北海道省エネ・新エネ人材バンク登録者

診 断 期 間  ７月～８月（２ヵ月間の予定）

診 断 結 果  随時受診者宅に報告いたします。

 ◎使用エネルギーの現状を示し、エコにも家計にもプラスとなる提案をします。

 ◎診断書を作成し、報告いたします。

 ◎必要に応じ、国等の補助など、お得な仕組みを組合せて提示します。

受 診 費 用  受診に伴う費用は掛かりません。（猿払村が負担します。）

そ の 他
 ◎診断は、直接受診者宅に診断員が訪問して行います。
 ◎所要時間は、１時間～２時間程度となります。
 ◎診断の日時・曜日等は、都合の良い日で調整可能です。

募       集      要　　　領

診 断 内 容


